
参考Ⅰ-① 
都市再生特別措置法（抄） 

(都市再生緊急整備協議会) 

第十九条  国の関係行政機関の長のうち本部長及びその委嘱を受けたもの

並びに関係地方公共団体の長(以下「国の関係行政機関等の長」という。)

は、都市再生緊急整備地域ごとに、当該都市再生緊急整備地域における

緊急かつ重点的な市街地の整備に関し必要な協議(特定都市再生緊急整

備地域が指定されている都市再生緊急整備地域にあっては、当該協議並

びに次条第一項に規定する整備計画の作成及び当該整備計画の実施に係

る連絡調整)を行うため、都市再生緊急整備協議会(以下この章において

「協議会」という。)を組織することができる。 

２  国の関係行政機関等の長は、必要と認めるときは、協議して、協議会

に、独立行政法人の長、特殊法人の代表者、地方公共団体の長その他の

執行機関(関係地方公共団体の長を除く。)、地方独立行政法人の長、当

該都市再生緊急整備地域内において都市開発事業を施行する民間事業者

又はこれらの者及び国の関係行政機関等の長以外の者であって当該都市

再生緊急整備地域内において公共公益施設の整備若しくは管理を行う者

(第七項において「独立行政法人の長等」と総称する。)を加えることが

できる。 

３  当該都市再生緊急整備地域において都市開発事業(当該都市開発事業

を施行する土地(水面を含む。)の区域の面積が政令で定める規模以上の

ものに限る。)を施行する民間事業者は、協議会が組織されていないとき

は、本部長及び関係地方公共団体の長に対して、協議会を組織するよう

要請することができる。 

４  前項の規定による要請を受けた本部長及び関係地方公共団体の長は、

正当な理由がある場合を除き、当該要請に応じなければならない。 

５  第三項の民間事業者であって協議会の構成員でないものは、第一項の

規定により協議会を組織する国の関係行政機関等の長に対して、自己を

協議会の構成員として加えることを申し出ることができる。 

６  前項の規定による申出を受けた国の関係行政機関等の長は、正当な理

由がある場合を除き、当該申出に応じなければならない。 

７  第一項の協議を行うための会議(以下この条において単に「会議」とい

う。)は、国の関係行政機関等の長並びに第二項及び前項の規定により加

わった独立行政法人の長等又はこれらの指名する職員をもって構成する。 

８  協議会は、会議において協議を行うため必要があると認めるときは、

国の行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、独立行政法人

及び地方独立行政法人の長並びに特殊法人の代表者に対して、資料の提

供、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。 

９  協議会は、会議において協議を行うため特に必要があると認めるとき

は、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼すること

ができる。 

１０  会議において協議が調った事項については、協議会の構成員は、そ

の協議の結果を尊重しなければならない。 

１１  協議会の庶務は、内閣官房において処理する。 

１２  前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協

議会が定める。 

(平一五法一一九・平一九法一九・平二三法二四・一部改正) 



 

第二節 整備計画の作成等 

(平二三法二四・追加) 

(整備計画) 

第十九条の二  特定都市再生緊急整備地域が指定されている都市再生緊急

整備地域に係る協議会は、地域整備方針に基づき、特定都市再生緊急整

備地域について、都市の国際競争力の強化を図るために必要な都市開発

事業及びその施行に関連して必要となる公共公益施設の整備等に関する

計画(以下「整備計画」という。)を作成することができる。 

２  整備計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。 

一  都市開発事業及びその施行に関連して必要となる公共公益施設の整

備等を通じた都市の国際競争力の強化に関する基本的な方針 

二  都市の国際競争力の強化を図るために必要な次に掲げる事業並びに

その実施主体及び実施期間に関する事項 

イ  都市開発事業 

ロ  イに掲げる事業の施行に関連して必要となる公共公益施設の整備

に関する事業 

三  前号イ又はロに掲げる事業により整備された公共公益施設の適切な

管理のために必要な事項 

四  前三号に掲げるもののほか、都市の国際競争力の強化のために必要な

都市開発事業及びその施行に関連して必要となる公共公益施設の整備

等の推進に関し必要な事項 

３  整備計画は、国の関係行政機関等の長及び前項第二号イ又はロに掲げ

る事業の実施主体として記載された者の全員の合意により作成するもの

とする。 

４  第二項第二号イ又はロに掲げる事業に関する事項には、都市施設等(都

市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第五項に規定する都市施設

(以下「都市施設」という。)又は同条第七項に規定する市街地開発事業(以

下「市街地開発事業」という。)をいう。以下同じ。)に関する都市計画

に関する事項であって、同号イ又はロに掲げる事業の実施のために必要

なものがあるときは、当該事項を記載することができる。 

５  協議会は、整備計画に前項の事項を記載しようとするときは、当該事

項について、あらかじめ、同項の都市計画に係る都市計画決定権者(都市

計画法第十五条第一項の都道府県若しくは市町村又は同法第八十七条の

二第一項の指定都市をいい、同法第二十二条第一項の場合にあっては、

同項の国土交通大臣(同法第八十五条の二の規定により同法第二十二条

第一項に規定する国土交通大臣の権限が地方整備局長又は北海道開発局

長に委任されている場合にあっては、当該地方整備局長又は北海道開発

局長。第四節において同じ。)又は市町村をいう。以下この節において同

じ。)に協議し、その同意を得なければならない。 

６  第四項の規定により整備計画に都市施設等に関する都市計画に関する

事項を記載するときは、併せて、当該都市計画の案を都道府県都市計画

審議会(都市計画決定権者である市町村に市町村都市計画審議会が置か

れているときは、当該市町村都市計画審議会。以下この節において同じ。)

に付議する期限を記載するものとする。この場合においては、当該期限



 

は、都道府県都市計画審議会への付議に要する期間を勘案して、相当な

ものとなるように定めるものとする。 

７  第四項の規定により整備計画に都市施設等に関する都市計画に関する

事項を記載するときは、併せて、当該都市計画に係る都市施設に関する

都市計画事業(都市計画法第四条第十五項に規定する都市計画事業をい

う。以下同じ。)又は当該都市計画に係る市街地開発事業の施行予定者(第

二項第二号イ又はロに掲げる事業の実施主体として記載された者である

ものに限る。)及び施行予定者である期間として都市計画に定めるべき事

項を記載することができる。 

８  第二項第二号ロに掲げる事業に関する事項及び同項第三号に掲げる事

項には、下水(下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第一号に規

定する下水をいう。第十九条の七において同じ。)を熱源とする熱を利用

するための設備を有する熱供給施設(熱供給事業法(昭和四十七年法律第

八十八号)第二条第四項に規定する熱供給施設をいう。)その他これに準

ずる施設で政令で定めるものの整備及び管理に関する事業であって第十

九条の七第一項の許可に係るものに関する事項を記載することができる。 

９  協議会は、整備計画に前項の事項を記載しようとするときは、当該事

項について、あらかじめ、同項の許可の権限を有する公共下水道管理者

(下水道法第四条第一項に規定する公共下水道管理者をいう。第十九条の

七において同じ。)に協議し、その同意を得なければならない。 

１０  協議会は、整備計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表しな

ければならない。 

１１  第二項から前項までの規定は、整備計画の変更について準用する。 

(平二三法二四・追加) 

 

(整備計画に記載された事業の実施) 

第十九条の三  整備計画に記載された事業の実施主体は、当該整備計画に

従い、事業を実施しなければならない。 

(平二三法二四・追加) 

 

(整備計画に従った都市計画の案の作成等) 

第十九条の四  第十九条の二第四項の規定により整備計画に都市施設等に

関する都市計画に関する事項が記載されているときは、都市計画決定権

者は、当該整備計画に従って当該都市計画の案を作成して、同条第六項

の期限までに、都道府県都市計画審議会に付議するものとする。ただし、

災害その他やむを得ない理由があると認められるときは、この限りでな

い。 

(平二三法二四・追加) 

 



 

第十九条の五  第十九条の二第七項の規定により整備計画に都市施設に関

する都市計画事業又は市街地開発事業の施行予定者及び施行予定者であ

る期間が記載されているときは、前条の規定により付議して定める都市

計画には、都市計画法第十一条第二項若しくは第三項又は第十二条第二

項若しくは第三項に定める事項のほか、当該整備計画に従って当該施行

予定者及び施行予定者である期間を定めるものとする。 

(平二三法二四・追加) 

 

第十九条の六  前条の規定により施行予定者として定められた者は、施行

予定者である期間の満了の日までに、都市計画法第五十九条第一項から

第四項までの規定による認可又は承認(都市再開発法(昭和四十四年法律

第三十八号)第五十一条第二項その他の法律の規定により都市計画法第

五十九条第一項から第四項までの規定による認可又は承認とみなされる

ものを含む。)の申請をしなければならない。ただし、当該日までに都市

計画事業の施行として行う行為に準ずる行為として国土交通省令で定め

るものに着手しているときは、この限りでない。 

(平二三法二四・追加) 

 

(公共下水道の排水施設からの下水の取水等) 

第十九条の七  整備計画に記載された第十九条の二第八項に規定する事業

を実施する者は、条例で定めるところにより、公共下水道管理者の許可

を受けて、公共下水道(下水道法第二条第三号に規定する公共下水道をい

う。以下この条において同じ。)の排水施設(これを補完する施設を含む。

以下この条において同じ。)に接続設備(公共下水道の排水施設と第十九

条の二第八項に規定する設備とを接続する設備をいう。以下この条にお

いて同じ。)を設け、当該接続設備により当該公共下水道の排水施設から

下水を取水し、及び当該公共下水道の排水施設に当該下水を流入させる

ことができる。 

２  公共下水道管理者は、前項の許可の申請があった場合において、その

申請に係る事項が政令で定める基準を参酌して条例で定める技術上の基

準に適合するものであると認めるときでなければ、許可をしてはならな

い。 

３  第一項の許可を受けた者(以下この条において「許可事業者」という。)

は、当該許可を受けた事項の変更(条例で定める軽微な変更を除く。)を

しようとするときは、公共下水道管理者の許可を受けなければならない。

この場合においては、前二項の規定を準用する。 

４  下水道法第三十三条の規定は、第一項又は前項の許可について準用す

る。この場合において、同条第一項中「この法律」とあるのは「都市再

生特別措置法第十九条の七第一項又は第三項」と、同条中「許可又は承

認」とあるのは「許可」と読み替えるものとする。 

５  許可事業者は、第一項の許可(第三項の許可を含む。)を受けて公共下

水道の排水施設に流入させる下水に当該下水以外の物(第十九条の二第

八項に規定する設備の管理上必要な政令で定めるものを除く。)を混入し

てはならない。 



 

６  許可事業者については、下水道法第二十四条第一項の許可を受けた者

とみなして、同法第三十八条の規定(これに係る罰則を含む。)を適用す

る。この場合において、同条第一項及び第二項中「この法律の規定」と

あるのは「この法律又は都市再生特別措置法第十九条の七第一項若しく

は第三項の規定」と、同条第一項第一号中「又はこの法律に基づく命令

若しくは条例の規定」とあるのは「若しくはこの法律に基づく命令若し

くは条例の規定又は都市再生特別措置法第十九条の七第三項若しくは第

五項の規定」とする。 

７  許可事業者が公共下水道の排水施設に接続設備を設ける場合について

は、下水道法第二十四条の規定は適用しない。 

(平二三法二四・追加) 

 

(開発許可の特例) 

第十九条の八  協議会は、整備計画に第十九条の二第二項第二号イ又はロ

に掲げる事業に関する事項として都市計画法第四条第十二項に規定する

開発行為(同法第二十九条第一項各号に掲げるものを除き、同法第三十二

条第一項の同意又は同条第二項の規定による協議を要する場合にあって

は、当該同意が得られ、又は当該協議が行われているものに限る。)に関

する事項を記載しようとするときは、国土交通省令で定めるところによ

り、あらかじめ、同法第二十九条第一項の許可の権限を有する者に協議

し、その同意を得ることができる。 

２  前項の規定による同意を得た事項が記載された整備計画が第十九条の

二第十項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係

る事業の実施主体に対する都市計画法第二十九条第一項の許可があった

ものとみなす。 

(平二三法二四・追加) 

 

(土地区画整理事業の認可の特例) 

第十九条の九  協議会は、整備計画に第十九条の二第二項第二号イ又はロ

に掲げる事業に関する事項として土地区画整理法(昭和二十九年法律第

百十九号)による土地区画整理事業(同法第四条第一項の規準又は規約及

び事業計画が定められているものに限り、かつ、同法第七条の承認又は

同法第八条第一項の同意を要する場合にあっては、当該承認又は当該同

意が得られているものに限る。)に関する事項を記載しようとするときは、

国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、同法第四条第一項の

認可の権限を有する者に協議し、その同意を得ることができる。 

２  前項の規定による同意を得た事項が記載された整備計画が第十九条の

二第十項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係

る事業の実施主体に対する土地区画整理法第四条第一項の認可があった

ものとみなす。 

(平二三法二四・追加) 

 



 

(民間都市再生事業計画の認定の特例) 

第十九条の十  協議会は、整備計画に第十九条の二第二項第二号イに掲げ

る事業に関する事項として第二十条第一項に規定する都市再生事業(同

項に規定する民間都市再生事業計画が作成されているものに限る。)に関

する事項を記載しようとするときは、国土交通省令で定めるところによ

り、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得ることができる。

この場合において、国土交通大臣は、同意をしようとするときは、あら

かじめ、第二十一条第三項に規定する公共施設の管理者等の意見を聴か

なければならない。 

２  前項の規定による同意を得た事項が記載された整備計画が第十九条の

二第十項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係

る事業の実施主体に対する第二十条第一項の認定があったものとみなす。 

(平二三法二四・追加) 

 

(市街地再開発事業の認可の特例) 

第十九条の十一  協議会は、整備計画に第十九条の二第二項第二号イに掲

げる事業に関する事項として都市再開発法による第一種市街地再開発事

業(同法第七条の九第一項の規準又は規約及び事業計画が定められてい

るものに限り、かつ、同法第七条の十二又は第七条の十三第一項の同意

を要する場合にあっては、当該同意が得られているものに限る。)に関す

る事項を記載しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、

あらかじめ、同法第七条の九第一項の認可の権限を有する者に協議し、

その同意を得ることができる。 

２  前項の規定による同意を得た事項が記載された整備計画が第十九条の

二第十項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係

る事業の実施主体に対する都市再開発法第七条の九第一項の認可があっ

たものとみなす。 

(平二三法二四・追加) 

 

(都市計画の変更の特例等) 

第十九条の十二 都市計画(当該都市計画に係る都市施設に関する都市計

画事業又は当該都市計画に係る市街地開発事業が近く施行される予定の

もの又は施行中のものを除く。)であって整備計画の内容を実現する上で

支障となるものが定められている場合における都市計画法第二十一条第

一項の規定の適用については、同項中「又は第十三条第一項第十九号に

規定する政府が行う調査の結果」とあるのは、「若しくは第十三条第一

項第十九号に規定する政府が行う調査の結果、又は都市再生特別措置法

第十九条の二第一項に規定する整備計画(当該都道府県又は市町村の長

が同条第三項の合意をしたものに限る。)が作成されたことにより」とす

る。 

２  都市計画決定権者は、都市計画の見直しについての検討その他の都市

計画についての検討、都市計画の案の作成その他の都市計画の策定の過

程において、整備計画が円滑に実施されるよう配慮するものとする。 

(平二三法二四・追加) 


